
事 務 連 絡 

令和２年５月 18 日 

各局等 工事主管課長 殿 

財務局 建築保全部 技術管理課長     

「緊急事態措置を実施すべき区域の変更に伴う工事及び業務の対応について」について（参考送付） 

「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態措置を実施すべき期間が延長等された場合の工事

及び設計業務等の対応について」（令和２年４月28日付２財建技第37号）を通知し対応をお願いしてい

るところですが、国土交通省より「緊急事態措置を実施すべき区域の変更に伴う工事及び業務の対応

について」(令和２年５月15日付事務連絡。以下「国事務連絡」という。)の通知がありました。つき

ましては、ご参考にお知らせします。 

なお、国事務連絡に国が建設業界団体宛てに送付した「建設業における新型コロナウイルス感染予

防対策ガイドライン（令和２年５月14日版）」が添付されていますので、各局におかれましては受注者

に周知していただき、引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底をお願いします。 

記

１ 添付書類 

 〇令和２年５月15日付事務連絡 

「緊急事態措置を実施すべき区域の変更に伴う工事及び業務の対応について」 

担 当 

財務局 建築保全部 技術管理課 建築技術担当（内27-641） 

土木技術担当（内27-646） 
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